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2012年3月：与野党から相次いで、原発被害者の支援のため
の法律が提出

野党…「原子力被害からの子どもの保護」

与党…「被災者の生活支援等に関する施策の推進」

6月14日：一本化された法律が国会に提出

6月15日：参議院本会議で可決

6月21日：衆議院本会議で可決・成立

全国会議員が賛成！

6月27日：交付・施行
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原発事故子ども・被災者支援法
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2012年6月20日東京新聞



特徴～選択する権利

• 「放射性物質が広く拡散していること、当該放
射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険
について科学的に十分に解明されていない」
（第一条）

• 「被災者一人一人が、居住、他の地域への移動
及び移動前の地域への帰還についての選択を自
らの意思によって行うことができるよう、被災
者がそのいずれを選択した場合であっても適切
に支援」（第二条２）
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「国の責任」

「国は、原子力災害から国民の生命、身体及び
財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政
策を推進してきたことに伴う社会的な責任を
負っていることに鑑み、前条の基本理念にのっ
とり、被災者生活支援等施策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。」

（第３条）
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支援対象地域

いままでの政府指示の避難区域よりも広い地域
を「支援対象地域」として指定
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支援対象地域＝その地域における放射線量
が政府による避難に係る指示が行われるべ
き基準を下回っているが一定の基準以上で
ある地域（第八条第一項）



20mSv/年 政府指示の避難区域

• 避難費用（交通費、引っ越し代、宿泊費など）
• 避難が理由の生命・身体的損害
• 検査費用
• 精神的損害
• 収入の減少、財産の減少 など

XmSv/年

支援対象地域

賠償・支援の
対象



被災者支援の内容①
支援対象地域に住む被災者

医療の確保、子どもの就学等援助、家庭・学校等
における食の安全確保、自然体験活動等の施策、
家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する
支援、除染、学校給食等についての放射性物質の
検査など
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被災者支援の内容②
支援対象地域から避難した被災者

移動の支援、移動先における住宅の確保、学習等
の支援、就業の支援、移動先の地方公共団体によ
る役務の提供を円滑に受けることへの支援、支援
対象地域の地方公共団体との関係の維持、家族と
離れて暮らすこととなった子どもに対する支援
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被災者支援の内容③
帰還する被災者への支援

移動の支援、住宅の確保に関する施策、就業の
支援に関する施策、地方公共団体による役務の
提供を円滑に受けることへの支援、家族と離れ
て暮らすこととなった子どもに対する支援
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放射線による健康被害に関する
調査や医療の提供

• 第十三条第二項では、被災者の定期的な健康診
断、とくに子どもたちが生涯にわたっての健康
診断を規定

• 第十三条第三項では、医療費減免について規定
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医療費減免（第13条第３項）

国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療（東京
電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起
因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたもの
をいう。）を受けたときに負担すべき費用につ
いてその負担を減免するために必要な施策その
他被災者への医療の提供に係る必要な施策を講
ずるものとする。（第十三条第三項）
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「支援法」の問題点

•「支援対象地域」の定義ができなかった
…「一定」の線量以上20ミリ以下

•具体的な施策を「基本方針」に
…官僚のサボタージュを許した

2013年10月に、「支援法」を骨抜きにする
「基本方針」の閣議決定



2013年10月基本方針の策定
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「一定の線量」を「相当な線量」
に言い換え

【子ども・被災者支援法】

支援対象地域＝「一定の線量」以上、20ミリ以
下

【子ども・被災者支援法 基本方針】

支援対象地域＝避難指示区域から連続しており、
相当の線量の地域
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市民団体27団体による声明

1. 基本方針案に被災者の声を実質的に反映すべき。
公聴会を開催すべき

2. 無視された「一定の基準」／狭すぎる支援対象
地域

3. 実体のない「支援対象地域」とまやかしの「準
支援地域」

4. 「避難」に対する新規施策が欠落

5. 色濃い「帰還」促進政策
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2015年基本方針改定



「空間放射線量等からは、避難指示区域
以外の地域から新たに避難する状況には
なく、支援対象地域は縮小又は撤廃する
ことが適当である」

（パブリックコメントの結果、「新た
に」という言葉が追加された）



避難指示区域以外から
「新たに」避難する状況にはない



日本とチェルノブイリとの比較

吉田由布子さん講演資料より


